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し
協
議
し
て
き
た
。当
時
の
委
員
会

は
、
一
工
場
当
た
り
の
月
間
平
均
出

荷
を
６
０
０
０
㎥
と
想
定
し
、
輸
送

人
員
を
18
人
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
委
員
会
は
協
議
だ
け
に
終

わ
っ
た
経
過
が
あ
る
。

　

３
月
16
日
、
協
同
会
館
ア
ソ
シ
エ
で
関
西
生
コ
ン
関
連
労
働
組
合
連

合
会
（
以
下
、
連
合
会
）
は
、
大
阪
兵
庫
生
コ
ン
経
営
者
会
と
第
２
回

目
の
集
団
交
渉
を
開
催
。
今
回
の
集
交
で
は
、
組
合
の
要
求
を
押
さ
え

込
も
う
と
す
る
経
営
側
の
意
図
を
暴
露
し
、
次
回
交
渉
で
の
具
体
化
を

求
め
た
。

　

経
営
側
は
、
労
働
組
合
と
の
協

調
関
係
を
言
い
つ
つ
、「
労
働
組
合

の
存
在
や
正
規
雇
用
の
多
い
企
業

が
体
力
を
消
耗
さ
せ
て
い
る
」
と

し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
連
合
会
代
表

は
、「
人
間
は
習
慣
の
動
物
だ
。
今

の
正
規
雇
用
が
少
数
で
あ
る
こ
と

を
正
常
と
思
っ
て
い
る
こ
と
自
体

が
問
題
で
あ
る
。
安
定
供
給
の
た

め
の
必
要
台
数
は
何
台
な
の
か
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。ま
た
、
原

価
構
成
や
減
価
償
却
な
ど
を
考
慮

し
た
適
正
価
格
が
示
さ
れ
て
い
な

い
。
安
心
・
安
全
を
担
保
で
き
得

る
品
質
保
証
や
安
定
供
給
を
提
供

す
る
社
会
的
責
任
を
放
棄
し
、
生

コ
ン
価
格
を
引
き
下
げ
た
の
は
経

営
側
で
あ
る
」と
指
摘
。

　

こ
の
矛
盾
し
た
経
営
側
の
認
識

を
厳
し
く
追
及
し
、
適
正
価
格
の

あ
り
方
や
適
正
生
産
基
準
を
示
す

こ
と
を
求
め
た
。

　

こ
の
適
正
生
産
基
準
は
、
94
年

に
広
域
協
組
が
発
足
し
た
当
初
か

ら
適
正
生
産
基
準
委
員
会
を
設
置

【 

経
営
側
の
矛
盾
し
た
認
識
を
追
及 

】

経営側の間違った認識を指摘！経営側の間違った認識を指摘！経営側の間違った認識を指摘！

【 

傾
斜
型
賃
金
は
連
帯
雇
用
保
障 

】

正規雇用労働者や労組の存在が企業の体力を削る

３月１６日
第２回集団交渉
３月１６日

第２回集団交渉
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過
去
に
、
経
営
側
か
ら
人
員
補
充

の
た
め
と
し
て
傾
斜
型
賃
金
が
提

起
さ
れ
た
。し
か
し
、
共
同
雇
用
保

障
の
担
保
が
な
い
こ
と
か
ら
拒
否

し
た
。傾
斜
型
賃
金
は
、
低
い
賃
金

か
ら
始
ま
り
、
年
齢（
年
功
）に
応
じ

て
賃
金
が
高
く
な
る
制
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
定
年
ま
で
企
業
が
存
続
す

る
補
償
・
担
保
は
ど
こ
に
も
な
い

こ
と
か
ら
、
協
議
の
対
象
と
し
な

か
っ
た
。

　

従
っ
て
、
今
春
闘
で
は
、
具
体
的

な
基
準
を
示
し
、
そ
の
基
準
の
実
現

に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
を
次
回
交
渉

で
回
答
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

労
側
の
交
渉
委
員
か
ら
も
、
安
定

供
給
を
担
保
す
る
た
め
に
不
可
欠

な
団
体
輸
送
契
約
の
締
結
や
バ
ラ

セ
メ
ン
ト
専
門
委
員
会
の
復
活
を

求
め
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、

共
同
購
入
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト

を
拡
大
し
、
日
々
雇
用
労
働
者
の
作

業
服
・
安
全
靴
の
支
給
な
ど
の
福

祉
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
そ
し
て
、

女
性
労
働
者
の
権
利
拡
大
の
た
め

に
、
生
理
休
暇
の
有
給
制
や
男
女
別

ト
イ
レ
の
設
置
な
ど
に
つ
い
て
交

渉
委
員
の
切
実
な
声
が
挙
が
っ
た
。

  

次
回
、
３
月
23
日
の
第
３
回
交
渉

で
は
、
経
済
要
求
に
対
す
る
有
額
回

答
、
制
度
・
政
策
要
求
に
対
す
る
具

体
的
回
答
を
求
め
る
。
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　現在、労側は経営者会への加入・集団交渉への

参加を積極的に呼びかけている。しかし、経営者会

はこうした取り組みを行っていない。

　第２回交渉では経営者会が会のセールスポイン

トを把握できていないことが明白になった。労側

は「過去、生コン価格の引き上げ・適正化を実現で

きたは安定した労使関係があってこそ。経営者会

はその要となった。歴史を総括していないから自

らの長所を語ることができない」と厳しく指摘。「業

界安定のためには未組織・既組織問わず全社が経

営者会に加盟しなければならない」と主張した。

■ 経営者会への加入促進

　この間、セメントメーカーは労働組合との約束

事項を反故にして拡販のために先方引取車を増や

し続けてきた。これにより、専属輸送会社の商権が

大きく侵害されている。

　経営者会・広域協組・神戸協組・大阪兵庫工組・

近バラ協組・労組で構成する「バラ専（バラセメン

ト問題専門委員会）」は、２０１０年１１月１７日

の第５３回を最後に開催されていない。早急に「バ

ラ専」を再開させ、セメント輸送運賃の引き上げ、

先方引取車の廃止などに取り組まなければならな

い。

■ 「バラ専」の再開
　市況形成力が９８％にも到達しているのに、広

域協の売り価格の引き上げが立ち後れている。そ

の原因を明らかにすること。適正価格の収受にむ

けてのプロセスを早急に確立することが不可欠で

ある。

■

業界を再建するための政策課題 !!
　人員補充・本勤化は今春闘最大の課題だ。この

間、生コン業界は労働組合対策・コスト削減策に

より日々雇用と傭車に依存する不正常な状態に変

わった。これを正常にするためには、大幅な人員補

充・本勤化を実現しなければならない。月間４，０

００㎥を出荷する工場ではミキサー車１４台 ×

１．１人が必要だ。

　２０１０年には、一旦、人員補充や輸送運賃など

のコストを含めた生コン価格の収受に成功。しか

し、ゼネコンに屈した広域協組が自らそれを放棄

した。「原資がないから人員補充できない」との言

い分は全く理由にならない。

■ 人員補充・本勤化
　この間、運送事業法の規制が緩和されたことに

より新規参入業者が増加し運賃が低下した。中小

企業が多数を占める輸送業界では、元請けや荷主

からの圧力でダンピング競争に陥りやすい環境に

あり、事業の存続が危ぶまれる状況にある。

　生コン業界も同様で、生コン各社は傭車に依存

しているにもかかわらず、輸送会社には低運賃・

半日稼働など劣悪な取引条件を強いている。生コ

ン輸送業界の正常化を実現するには、生コン価格

の適正化と同時に「大型車６万円・中型車５万円・

小型車４万円」への運賃引き上げが不可欠だ。

■ 輸送運賃引き上げ

　これまで、大型プロジェクトにおいて広域協組

と輸送協組とが団体輸送契約を結び、安定供給を

実現した。

　また、昨年から労側は広域協組の北・阪南ブロッ

クに対して団体輸送契約締結に向けての要請行動

を展開。アンケートを行い、多くの加盟社から「団

体輸送契約は必要」との回答を得た。そうしたなか

で経営者会から「団体輸送契約については経営者会

の責任で進める」と話があり、行動を中断。しかし、

輸送協組との懇談以外、進捗が見えない。団体輸送

契約の締結に向けて、明確な態度表明を求める。

■ 団体輸送契約

業界を再建するための政策課題 !!
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広域協の値戻しにある
経済・制度要求の原資は

2箇所で集会がおこなわれ、パレードに出発し大阪市内でアピール
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